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本日御議論いただく事項（発電側基本料金の調整措置） 2

 複数年度価格設定

 FIT制度の抜本見直しにおいては、再エネの地域活用を促す要件や新制度の詳細設計が議論されることとなる
が、一定の結論が得られるまでには早くとも年度末まで時間を要する状況にある。こうした中で、複数年度
価格設定を行っているリードタイムの長い電源は、抜本見直しの議論を踏まえて慎重に検討することが事業
者の予見可能性の確保に繋がることから、今年度の本委員会では、取扱いの方向性を議論することとし、未
決の2021年度・2022年度の取扱いについては、具体的な調達価格の算定は原則行わず、方向性のみ議論す
ることとしてはどうか。

 発電側基本料金の調整措置

 発電側基本料金の調整措置について、昨年度の本委員会では、施行時期までに時間があるため今年度以降に
検討を行うこととされた。こうした中で、①今年８月の再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会の中間整理
（第３次）では、本委員会に対して、詳細な調整方法の検討が要請されている。また、②今年９月の電力・
ガス取引監視等委員会の関係審議会では、発電側基本料金については、2019年度目途でシステム開発に必要
となる制度の詳細設計について検討し、システム整備期間等を経て2023年度に導入することを目指すとのス
ケジュールが提示されている。

 発電側基本料金の制度趣旨等も踏まえた上で、再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会における中間整理を
踏まえて、調整の在り方を決定すべきではないか。

第46回調達価格等算定委員会
（2019年９月24日）事務局資料より抜粋



１．発電側基本料金の制度概要と経緯について

２．発電側基本料金の調整措置について



発電側基本料金について 4

（背景と基本的な考え方）

 発電側基本料金の背景としては、今後、電力需要の伸び悩みが見込まれる一方で、再生可能エネル
ギーの系統連系ニーズの増加等により、電源起因による送配電関連費用の増大が想定され、送配電設
備の高経年化対策による送配電関連費用の増大も見込まれる。こうした中で、託送料金を最大限抑制
しつつ、質の高い電力供給を維持し、再生可能エネルギーの導入拡大等の新たな課題にも対応してい
くことが求められていることが挙げられている。

 そのような中で、現行制度上、送配電関連設備の費用は、基本的に、小売電気事業者（需要側）のみ
が託送料金にて負担している。

 送配電関連設備は基本的に最大潮流（kW）に対応できるよう整備されていることも踏まえ、公平・適
切な費用負担を実現し、送配電網の効率的な利用を促すことが適当であることを念頭に、系統利用者
である発電側にも、送配電関連費用に与える影響（受益）に応じて、その費用の一部についてkW単位
で負担を求めることとされた。

（検討の経緯及び現状）

 電力・ガス取引監視等委員会の審議会（送配電網の維持・運用費用の在り方検討WG）において発電側
基本料金の検討がなされ、第５次エネルギー基本計画（2018年7月3日閣議決定）にて発電側基本料金
の導入の決定がなされた。

 今年９月の電力・ガス取引監視等委員会の審議会（制度設計専門会合）において2019年度目途でシス
テム開発に必要となる制度の詳細設計について検討し、システム整備期間等を経て2023年度に導入す
ることを目指すとのスケジュールが提示され、現在、詳細設計が進められているところである。



（参考）電力・ガス取引監視等委員会の審議会における議論 5

電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門
会合（第21回）（2017年8月28日）
事務局資料より抜粋



（参考）電力・ガス取引監視等委員会の審議会における議論 6

電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門
会合（第21回）（2017年8月28日）
事務局資料より抜粋



（参考）電力・ガス取引監視等委員会の審議会における議論 7

電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門
会合（第41回）（2019年９月13日）
事務局資料より抜粋



（参考）電力・ガス取引監視等委員会の審議会における議論 8

電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門
会合（第41回）（2019年９月13日）
事務局資料より抜粋



（参考）電力・ガス取引監視等委員会の審議会における議論 9

電力・ガス取引監視等委員会
制度設計専門会合（第42回）
（2019年10月18日）
事務局資料より抜粋



（参考）電力・ガス取引監視等委員会の審議会における議論 10

（※）発電側基本料金については、立地地点（送配電関連費用に与える影響）に応じて、その負担額を軽減する措置（割引）が講じら
れることとなっている。発電側基本料金の負担水準については、割引の有無等によっても変わりうる点に留意する必要がある。

電力・ガス取引監視等委員会
制度設計専門会合（第44回）
（2019年12月17日）
事務局資料より抜粋



一般負担上限見直しについて 11

 当初、特高・高圧に接続する再エネ事業者は、基幹系統の増強にかかる費用は特定負担のみであっ
た。

 再生可能エネルギー等の分散型電源の導入拡大などにより、下位系統に電源が多数連系することとな
り、不特定多数が利用する電力系統における送配電等設備の増強や設置が必要となったことを踏ま
え、資源エネルギー庁において「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担の在り
方に関する指針」（費用負担ガイドライン）を策定（2015年11月6日）、電力広域的運営推進機関に
おいて、一般負担（電源種別の設備利用率に応じた上限額あり）も適用された。

 一般負担上限見直しについては、資源エネルギー庁において検討がなされ、再生可能エネルギーの導
入拡大により系統制約が顕在化し、接続時の系統増強費用が増加しつつある中、発電側基本料金を導
入する場合は、発電事業者が負担すべき系統コストについて、系統接続時の初期負担と系統接続後の
負担の在り方をセットで見直すことが適当であるとされた。

 このため、発電側基本料金の導入により、電源種を問わずkW一律で課金されることを前提として、電
源種ごとに傾斜が設けられていた系統接続時の初期費用の一般負担上限についてもkW一律に見直され
た。また、発電側基本料金の導入によって系統コスト回収の確実性が高まると考えられることから、
発電側基本料金の導入前に稼働する案件についても、見直し後の一般負担の上限額（一律4.1万円
/kW）が適用された。この結果、太陽光や風力等の系統接続時の初期負担は軽減されている（2018
年6月以降に接続契約申込みをした案件、同月以降に電源接続案件募集プロセスにおいて優先系統連系
希望者が決定した案件）。

 実際に、東北北部エリアの募集プロセスでは、資源エネルギー庁の試算によると、総額約1500億円の
系統増強費用のうち、再エネ事業者が負担する約700億円が、一般負担上限見直しにより、全額一般
負担となると見込まれており、再エネ事業者の初期負担は大幅に軽減されている。



（参考）『発電側基本料金』と『一般負担上限の見直し』のパッケージ 12

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力
NW小委員会（第3回）
（2018年5月15日）事務局資料より抜粋



（参考）発電側基本料金に関する再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会での議論

＜既認定案件への調整措置に関する委員・オブザーバーからの意見＞

 一般負担上限の見直しによって、既に需要家の負担は増加している中で、発電側基本料金の調整措置を
通じたFIT賦課金の増加は許されない。

 FIT制度上は調達価格の想定コストより実際のコストが下がったとしても、既認定案件の調達価格を引
き下げる制度になっていない。コストが増加したときのみ調整を行うことが本当に適切なのか。

 少なくとも利潤配慮期間の案件で系統接続費用の負担が小さかった初期の案件については、調整措置は
不要ではないか。

 既認定分について、事後的な制度変更による影響がないよう、一定の客観的試算を踏まえた上で調整措
置の必要性や合理性について、デュー・プロセスに則って考える必要がある。

 FIT期間中は価格転嫁できず、既認定案件への調整措置が不可欠である。また特定負担が高い太
陽光の案件は少ないため、一般負担上限の見直しの恩恵を受けられているケースは限定的であ
る。

＜アクションプラン＞
 既認定案件に対する調整措置の要否の検討に当たっては、原則、制度上の利潤配慮がなされていないものにつ

いては調整措置を置くことを検討することとし、具体的な調整措置の要件や調整の程度については、例えば系
統接続の初期費用負担の大きさ等も考慮要素としつつ、調達価格等算定委員会において議論を行う。
【➡調達価格等算定委員会（発電側基本料金の導入までに）】

 新規認定案件については、調達価格の算定や入札の上限価格の設定における発電側基本料金の取扱いについ
て、調達価格等算定委員会において議論を行う。
【➡調達価格等算定委員会（発電側基本料金の導入までに）】

13

再エネ大量導入・次世代電力ＮＷ小委員会
中間整理（第３次）より抜粋して作成

第46回調達価格等算定委員会
（2019年９月24日）事務局資料より抜粋



１．発電側基本料金の制度概要と経緯について

２．発電側基本料金の調整措置について



小売を通じた調整措置について 15

 これまでのFIT電源に対する発電側基本料金に関する検討では、「FIT買取期間中の電源については、発電側基本料金
による追加コストを転嫁することが制度上困難である」（再生可能エネルギー大量導入・次世代電力NW小委員会の
中間整理（第３次））ことを念頭に、特に既認定のFIT電源に対して、調整措置を検討する必要性が指摘されてい
た。

 他方で、電力・ガス取引監視等委員会の審議会において発電側基本料金の詳細設計が深化したところ、小売買取につ
いては、調達価格とは別に価格を上乗せするという工夫をすることにより、他電源と同様にFIT電気事業者と小売電
気事業者間で発電側基本料金の転嫁について適切な協議を行うべき対象に含まれるという案が提示された。すなわ
ち、

 発電側における…増額想定分や、小売電気事業者が負担する…減額想定分等の情報を適切に共有し、公平を旨
として協議を行い、相対契約に基づく取引金額を見直す

 発電側基本料金の導入による託送料金の減額分は、取引価格に適切に充当されるべき

 仮に事業者間での転嫁についての協議が不適切であった場合等においては、既存相対契約の見直しに関連する
紛争解決の仕組みを利用することができる

ことを基本的な考え方とした既存相対契約見直し指針の骨子案の対象として、他の電源とともにFIT電源も含まれ
ることが提示された。

 これにより、FIT電源についても、他の電源と同様に、

 発電側基本料金の導入による増額想定分等を踏まえた公平な協議が行われるととともに、

 少なくとも託送料金減額分（全国平均0.5円/kWh※1 ※２）については転嫁に充当される

ことが可能となった。また、仮に協議が不適切な場合等においては、既存相対契約の見直しに関連する紛争解決の
仕組みを利用することも可能である。

 このとおり、これまでの調整措置の議論は、FIT電源は転嫁ができないという前提の下で議論がされてきたが、他の
電源と同様に、FIT電源についても転嫁を通じた調整が行えることとなった。

※1 小売の託送料金減額分の全国平均0.5円/kWhは、一般送配電事業者全10社の託送原価総額と全国の需要電力量から機械的に試算したもの。
実際には、地域によって託送原価等が異なるため、大幅ではないにしても違いが生じうるもの。

※2 発電側基本料金の導入によって、スポット市場の価格が上昇した場合、回避可能費用が上昇し、小売側における転嫁の原資が託送料金減額分より減少す
るのではないかとの指摘がある。



（参考）電力・ガス取引監視等委員会の審議会における議論 16

電力・ガス取引監視等委員会
制度設計専門会合（第44回）
（2019年12月17日）
事務局資料より抜粋



（参考）電力・ガス取引監視等委員会の審議会における議論 17

電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合（第44回）（2019年12月17日）事務局資料より抜粋 一部加工



賦課金による調整措置について（検討に当たっての基本的な考え方）18

 FIT電源についても他の電源と同様に、発電事業者側の負担増分について転嫁による調整が行われるこ
ととなったが、小売電気事業者の取引状況等によっては託送料金減額分（0.5円/kWh）以上の部分に
ついては十分な転嫁が行われず、転嫁水準に差異が生じる可能性がある。

 こうした状況において、追加的に賦課金による調整措置を講じることにより、小売電気事業者からの
円滑な転嫁を促し、より確実・十分な転嫁を実現していくという考え方もある。

 ただし、調整措置のために賦課金を活用することは、短期的には小売電気料金が引き下がらない可能
性もある中で、電気利用に係る国民負担の増加を招きかねない。このため、賦課金による追加的な調
整措置を行うか、行う場合にはその対象・水準をどうするかについては、慎重に検討すべきではない
か。

＜参考：賦課金による調整措置を検討するに当たって留意すべき事項＞

 転嫁は託送料金減額分（0.5円/kWh）に限ったものではなく、指針においても発電側における増額
想定分等を踏まえた公平な協議を行うこととなっている。理論上、小売の負担減額と発電の負担増額
が総額としては一致するものとされている中で、例えば、設備利用率の高い電源に対して負担分を転
嫁してもなお残る余剰減額分（例えば、同じ小売が地熱等から購入している場合、負担増分0.3円／
kWhを転嫁してもなお、託送減額分0.5円／kWhに対して0.2円／kWhが余剰）等を原資として託送
料金減額分以上の上乗せ転嫁が可能となっていると考えられる。

 これはFIT電源に限らず、他の設備利用率が低い電源（例えば石油火力：平均設備利用率13％で、発
電側基本料金の発電量換算1.6円/kWh）等の非FIT電源でも同様の電源があり、これらには小売から
の転嫁以外に特段の調整措置は設けられていない。

 なお、設備利用率が高いと想定されるFIT電源（バイオマス、地熱、中小水力）では、発電側基本料
金の発電量換算での負担額が、小売電気事業者の託送料金減額分（0.5円/kWh)の範囲内と考えられ
る。



（参考）ＦＩＴ電源の発電側基本料金の負担規模 19

 FIT既認定案件（2019年6月末時点）に目安金額（1,800円／kW／年）を乗じた負担規模（マクロ）

 既稼働案件 （43GW） 約770億円／年 × 20年 ＝ 約1兆5,000億円

 全既認定案件（83GW） 約1,500億円／年 × 20年 ＝ 約3兆円

※当分の間、発電側基本料金を求めないこととされている10kW未満の小規模電源（住宅用太陽光など）は除く。

 設備利用率に応じた発電量あたりの負担規模例（ミクロ）

 太陽光（事業用） 設備利用率14％⇒1.5円／kWh、17％⇒1.2円／kWh

 風力 設備利用率23％⇒0.9円／kWh、26％⇒0.8円／kWh、30％⇒0.7円／kWh

 バイオマス 設備利用率78％⇒0.3円／kWh

 中小水力 設備利用率45％⇒0.5円／kWh

 地熱 設備利用率77％⇒0.3円／kWh

 小売の託送料金減額分（全国平均0.5円／kWh）を控除した後の負担規模

（マクロ）※ 設備利用率を太陽光14％、風力23％、その他調達価格の想定設備利用率で試算

 既稼働案件 （43GW） 約480億円／年 × 20年 ＝ 約1兆円

 全既認定案件（83GW） 約830億円／年 × 20年 ＝ 約1兆7,000億円

（ミクロ）

 太陽光（事業用） 設備利用率14％⇒1.0円／kWh、17％⇒0.7円／kWh

 風力 設備利用率23％⇒0.4円／kWh、26％⇒0.3円／kWh、30％⇒0.2円／kWh

 バイオマス・中小水力・地熱 調達価格の想定設備利用率⇒なし



賦課金による調整措置の有無、その対象・水準を検討するに当たっての論点 20

 賦課金による調整措置を行う場合におけるその対象・水準の検討にあたっては、適性な利潤、長期未
稼働によるコスト低減、接続時の系統増強負担といった観点から、発電事業者の事業状況をきめ細か
に踏まえた制度設計するという考え方がある。

 一方で、制度が複雑になりすぎることを回避し、よりシンプルで公平な制度とするために、対象に関
わらず一律に調整措置の水準を設定するという考え方がある。

 他の電源との公平性なども含め、電力システム全体の中で導入される制度として、どのように考える
べきか。

＜参考：発電事業者の事業状況の観点＞

（適正な利潤）
 利潤配慮期間内の事業用太陽光発電については、例外的に、最初期の導入時のリスクやその他様々なリスク
の発生を見込み、適正な利潤に更なるIRRが上乗せされ調達価格が設定されている。

 特に2014年度認定までは、価格設定時に想定している一部費用（運転維持費等）について、実績と想定が乖
離しており、想定時よりも年間維持コストが低い。こうした状況をどのように考えるか。

（長期未稼働によるコスト低減）
 認定から運転までの期間が、価格設定時の想定よりも長い案件については、価格設定時の想定コストよりも
低い初期コストで事業実施が可能となっている。こうした状況をどのように考えるか。

（接続時の系統増強負担）
 発電側基本料金の導入を前提に一般負担の上限見直しが先行的に行われたように、系統接続時の初期負担と

接続後の負担の在り方は、セットで見直すことが適当とされている。

 制度上、特別高圧・高圧の事業用太陽光発電は基幹系統増強について一般負担上限超過分の負担が求められ
る（2015年11月までは全額特定負担）が、低圧の事業用太陽光発電については、こうした負担が原則求め
られていない。こうした状況を、どのように考えるべきか。



その他の留意点 21

（送配電買取と小売買取の公平性）

 FIT制度の買取義務者は、FIT制度創設当初は小売電気事業者であったが、改正FIT法以降は送配電事
業者である。

 小売買取との公平性を踏まえ、送配電買取の場合への調整措置を考えるべきではないか。

（スポット市場価格（＝回避可能費用）の上昇）

 発電側基本料金の導入によって、スポット市場の価格が上昇した場合、回避可能費用の上昇を通じ
て、小売の転嫁原資が減少すると同時に、国民負担が低減する。この規模を見積もることができれ
ば、賦課金からの補填による調整措置の原資となりうるのではないか。
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（参考）事業用太陽光発電の運転維持費の実績値と想定値 22

 定期報告から得られた運転維持費の実績値と調達価格算定時の想定値を比較（事業用太陽光発電10kW
以上）したところ、特に2012年度～2014年度認定案件では、運転維持費の実績値が想定値を平均し
て3,500円/kW/年ほど下回っており、想定値と実績値に大きな乖離がある（発電側基本料金の平均
単価は1,800円/kW/年）。

（認定年度）

利潤配慮期間
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